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条 例 そ の 他 の 概 要



　

（１） 茨城県県税条例等の一部を改正する条例

　　　 地方税法の一部改正等に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（２） 茨城県旅館業法施行条例の一部を改正する条例

　　　 旅館業法施行令の一部改正等を踏まえ，所要の改正をしようとするものである。

（３） 医療法に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

　　　 医療法の一部改正等に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（４） 茨城県保健師，助産師，看護師及び准看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例

　　　 看護職員が不足する地域における看護職員の確保を図るため，所要の改正をしようとするものである。

（５） 茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例の一部を改正する条例

　　　 県内の医療の充実に必要な医師の育成及び確保を図るため，所要の改正をしようとするものである。

（６） 茨城県工業技術センターの使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

　　　 茨城県工業技術センターの名称変更に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（７） 茨城県都市計画審議会条例の一部を改正する条例

　　　 都市計画審議会の組織の見直しに伴い，所要の改正をしようとするものである。

（８） 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　　　 利根左岸さしま流域下水道事業及び鬼怒小貝流域下水道事業の計画下水量の変更に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（９） 茨城県県立学校設置条例の一部を改正する条例

　　　 県立高等学校を統合し，新校を設置するため，所要の改正をしようとするものである。

１．  条例その他の概要

条例その他 (1)



（10） 県有財産の売却処分について（茨城中央工業団地（１期地区）事業用地）

　事業用地として，東茨城郡茨城町中央工業団地６番12の土地30,000.00平方メートルを予定価格５億3,400万円で東日本エア・ウォーター物流株式会社代表取締役社長濱中

一久に売却しようとするものである。

（11） 県有財産の売却処分について（島名・福田坪地区教育施設用地）

　研究学園都市計画事業島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業地区内において，小学校用地として，つくば市谷田部字真瀬向52番１ほか38筆の土地29,868.45平方メート

ルを予定価格６億7,624万5,221円でつくば市長五十嵐立青に売却しようとするものである。

(2)



（12） 工事請負契約の締結について（(仮称）北沢トンネル本体工事（その１)）

　一般国道461号（仮称）北沢トンネル本体工事（その１）について，水戸市吉沢町311番地１株木・根本・珂北特定建設工事共同企業体代表者株木建設株式会社取締役社長

株木雅浩代理人茨城本店常務執行役員本店長黒江俊郎と22億3,031万8,800円をもって，請負契約を締結しようとするものである。

 

 （参考）

　 国補地道第29－03－339－Ｚ－001号（仮称）北沢トンネル本体工事（その１）

　 ア　工事箇所　常陸太田市下高倉町地内

　 イ　入札結果表

 （注１）総合評価方式による条件付き一般競争入札であり，評価値が最も高いものを落札者とする。

 （注２）標準点と評価点の配点は，標準点100点及び競争参加申請時に提出された技術提案等による評価点39点とする。

 （注３）公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置により，新労務単価により積算した予定価格（22億4,674万円）に落札率（0.919159）を乗じた額（一万円未満切捨て）

　　　 に100分の８に相当する額を加算した金額が請負契約額である。

（単位　千円）

入　　　札　　　業　　　者　　　名 標準点＋評価点（Ａ） 入札金額（Ｂ） 評価値（Ａ）/（Ｂ） 摘　　　要

株 木 ･ 根 本 ･ 珂 北 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 136.4 2,040,000 0.668 落札

東洋 ･ 東水 ･ 日晃茨城計測特定建設工事共同企業体 132.4 1,997,478 0.662

戸 田 ･ 秋 山 ･ 飛 田 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 131.6 1,997,478 0.658

安藤ハザマ ･ 菅原 ･ 日立土木特定建設工事共同企業体 132.8 1,997,478 0.664

大 豊 ･ 常 総 ･ 瀬 谷 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 131.2 1,997,478 0.656

りんかい日産 ･ 鈴縫 ･ 大木特定建設工事共同企業体 132.9 1,997,478 0.665

淺 沼 ･ 大 竹 ･ 黒 澤 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 122.9 1,997,478 0.615

日 本 国 土 ･ 小 林 ･ 生 田 目特定建設工事共同企業体 131.5 1,997,478 0.658

三 井 住 友 ･ 岡 部 ･ 日 興 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 無効

条例その他 (3)



（13） 工事請負契約の締結について（(仮称）北沢トンネル本体工事（その２)）

　一般国道461号（仮称）北沢トンネル本体工事（その２）について，水戸市三の丸一丁目４番73号三井住友・岡部・日興特定建設工事共同企業体代表者三井住友建設株式会

社代表取締役社長新井英雄代理人茨城営業所所長背黒要と22億2,908万7,600円をもって，請負契約を締結しようとするものである。

 （参考）

　 国補地道第29－03－339－Ｚ－002号（仮称）北沢トンネル本体工事（その２）

　 ア　工事箇所　常陸太田市折橋町地内

　 イ　入札結果表

 （注１）総合評価方式による条件付き一般競争入札であり，評価値が最も高いものを落札者とする。

 （注２）標準点と評価点の配点は，標準点100点及び競争参加申請時に提出された技術提案等による評価点39点とする。

 （注３）公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置により，新労務単価により積算した予定価格（22億9,330万円）に落札率（0.9）を乗じた額（一万円未満切捨て）に100分

　　　 の８に相当する額を加算した金額が請負契約額である。

（単位　千円）

入　　　札　　　業　　　者　　　名 標準点＋評価点（Ａ） 入札金額（Ｂ） 評価値（Ａ）/（Ｂ） 摘　　　要

三 井 住 友 ･ 岡 部 ･ 日 興 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 133.3 2,039,022 0.6537 落札

東洋 ･ 東水 ･ 日晃茨城計測特定建設工事共同企業体 132.4 2,039,022 0.6493

戸 田 ･ 秋 山 ･ 飛 田 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 131.6 2,039,022 0.6454

安藤ハザマ ･ 菅原 ･ 日立土木特定建設工事共同企業体 132.8 2,039,022 0.6512

大 豊 ･ 常 総 ･ 瀬 谷 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 131.2 2,039,022 0.6434

りんかい日産 ･ 鈴縫 ･ 大木特定建設工事共同企業体 132.9 2,039,022 0.6517

淺 沼 ･ 大 竹 ･ 黒 澤 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 122.9 2,039,022 0.6027

日 本 国 土 ･ 小 林 ･ 生 田 目特定建設工事共同企業体 131.5 2,039,022 0.6449

株 木 ･ 根 本 ･ 珂 北 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 136.4 2,088,000 0.6532

(4)



専 決 処 分 概 要



　

 １． 地方自治法第179条第１項の規定に基づくもの

（１） 平成29年度一般会計補正予算概要（平成30年３月30日専決処分）

２．  専決処分概要

専決処分 (5)



(6)



専決処分 (7)



(8)



専決処分 (9)



(10)



専決処分 (11)



(12)



専決処分 (13)



(14)



専決処分 (15)



(16)



　

（２） 平成29年度特別会計補正予算概要（平成30年３月30日専決処分）

専決処分 (17)



（３） 損害賠償の額の決定について（平成30年３月30日専決処分）

　　　 平成29年９月14日（木）坂東市莚打1518番地１地先県道上で発生した車両破損等事故に対し，損害賠償の額を定めようとするものである。

（４） 損害賠償の額の決定について（平成30年３月30日専決処分）

　　　 平成29年10月21日（土）東茨城郡城里町大字塩子3473番地地先県道上で発生した自動車破損事故に対し，損害賠償の額を定めようとするものである。

（５） 茨城県県税条例の一部を改正する条例（平成30年３月31日専決処分）

　　　 地方税法の一部改正に伴い，所要の改正をしようとするものである。

（６） 和解について（平成30年４月17日専決処分）

　　　 平成29年７月５日（水）水戸市青柳町4566番地地先県道上で発生した交通事故に対し，和解しようとするものである。

（７） 和解について（平成30年４月25日専決処分）

　　　 平成29年７月５日（水）日立市千石町４丁目７番５号地先市道上で発生した交通事故に対し，和解しようとするものである。

（８） 和解について（平成30年４月27日専決処分）

　　　 平成29年12月18日（月）那珂郡東海村大字豊岡428番地駐車場内で発生した交通事故に対し，和解しようとするものである。

（９） 和解について（平成30年５月８日専決処分）

　　　 平成29年10月24日（火）つくば市竹園１丁目14番地地先県道上で発生した交通事故に対し，和解しようとするものである。

(18)
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